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■活動状況（平時・災害時） 

平時 

高山村消防団は、団員定数１１７名、４個の分団及びラッパ手から構成され、

全９台の消防自動車を配備し、｢自分達の地域は自分達で守る｣という強い信

念を持ち、村民の生命、身体、財産、安心安全を守れるよう日夜活動してい

ます。 

高山村は大きく二つの地区に分かれており、中山地区を第１分団と第２分

団、尻高地区を第３分団が管轄としています。 

村全体を管轄としている役場分団には、人手が不足する平日の日中に火災等

が起きた場合迅速に対応できるようＣＡＦＳ装置付消防ポンプ自動車を配

備しています。 

毎年１０月には、消防ポンプ性能検査、各訓練を行ったのち、秋季点検を開

催し火災が起きやすい期間に対応できるよう態勢を整えています。 

また、年間を通して予防消防にも力を入れ、大規模火災等を想定した全体訓

練や、各分団で山火事防止パトロール、火防廻り(各家庭へ巡検・水利点検

等)、村内各地区の方々と合同で消火栓の使用訓練などを行っています。 

雇用形態の変化や少子高齢化の影響により、今後団員確保が困難な状況が見

込まれることから、団員の処遇改善や女性消防団員の必要性について取り組

みを行い、団員が活動しやすい環境を目指すとともに、消防団を維持するた

めの活動を行っています。 

群馬県消防協会吾妻支部に属しており、他町村消防団や消防本部との絆を大

切にし積極的な交流を図るとともに、火災及び災害時の相互応援協定を結

び、消防任務の達成に努めています。 

都 道 府 県 名 群馬県 
所在地 

〒 377-0792 

市 区 町 村 名 高山村 群馬県吾妻郡高山村大字中山 286-1 

消 防 団 名 高山村消防団 

消防団事務所菅 高山村役場 総務課 

電話番号（直通） 0279-63-2111 FAX 0279-63-2768 

分 団 数 ４ 分団 
定員 １１７ 名 機能別団員数 ０ 名 

実員 １１３ 名 女性団員数 ０ 名 

メールアドレス soumu@vill.takayama.gunma.jp 

ホームページ URL https://www.vill.takayama.gunma.jp/01soumu/shobodan/top.html 

SNSアカウント  

http://192.168.150.208/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1643760454352
https://www.vill.takayama.gunma.jp/01soumu/shobodan/top.html


  

秋季点検              全体訓練 

災害時 
火災時：全団員出動 
その他：団長指揮により必要人員が出動 

■消防団への入団条件・方法、入団の促進・PR等 

入団条件 

・ 

方法 

〇入団条件 

・18歳以上の方 

・消防、防災への熱意がある健康な方 

〇入団方法 

入団を希望される場合は、高山村役場総務課の窓口まで直接来ていただく 

か、掲載電話番号・メールアドレスにご連絡ください。 

また、現役の団員に知人等がいれば、その方を通してご連絡いただいても構 

いません。消防団に興味のある方の応募をお待ちしています。 

■機関誌「日本消防」への掲載状況（過去５年以内に掲載されたもの） 

掲載 

状況 

 

■その他の活動情報、取り組み等（年間行事、活動写真、入団の促進、PR 等がありましたら自由に記載してください） 

▽入団の促進 

  〇報酬 

 団員報酬について、各個人口座への振込を行っています。 

〇準中型自動車運転免許取得費用の補助 

総重量 3.5トン以上の消防車の運転に必要な準中型自動車運転免許の取得費用を 

全額補助します。翌年度入団内定制度があり、高校生等１７～１８歳の方も対象 

となります。※条件がありますので、詳細については事務局までお問合せ下さい。 

  〇団員の処遇改善 

   年間報酬額の改定(団員階級)や出動報酬の創設や、出動時適用となる自動車保険 

の加入及び各訓練等の出動に対する補助金を個人口座振込としています。 

 

 

 



▽年間行事等 

４月下旬～５月上旬 山火事防止パトロール 

８月 ラッパ手訓練・ラッパ手講習会 

１０月 
ポンプ性能検査・ポンプ操法訓練・その他訓練 

ラッパ手訓練・秋季点検 

１２月下旬 歳末警戒 

１月上旬 出初式 

随時 
火防廻り・全体訓練・消火栓使用訓練・花火警備 

ポンプ操法競技大会出場に係る訓練 など 

 


